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品質表示に関する表示事項等の告示内容 

家庭用品の品質表示（条例第１６条第１項の規定に基づく表示事項等） 

商 品 表示すべき事項 表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項 

１．ラップ（食 (1) 品名 (1) 原材料名は、合成樹脂加工品品質表示規程（平成９年 

品 包 装 用 ラ (2) 原材料名 通商産業省告示第６７１号）第２条第１号の規定に定め 

ッ プ フ ィ ル (3) 添加物名 るところにより表示すること。 

ム） (4) 寸法 (2) 添加物名は、ラップに占める量の割合の多いものから 

 (5) 耐熱温度 順に、物質の名称又は当該物質の属する類の名称を表示 

 (6) 耐冷温度 するとともに当該用途名を括弧書することにより表示す 

 (7) 使 用 上 の注 ること。 

 意 (3) 寸法は、幅についてはセンチメートルの単位で、長さ 

 (8) 事 業 者 の氏 についてはメートルの単位でそれぞれ単位を明記して表 

 名 又 は名 称 及 示すること。 

 び住所 (4) 耐熱温度は、ラップを通常取り扱う場合と同程度の荷 

  重を加えた場合に、当該ラップの原形に異状を生じない 

  最高の温度を表示すること。 

  (5) 耐冷温度は、ラップを通常取り扱う場合と同程度の荷 

  重を加えた場合に、当該ラップの原形に異状を生じない 

  最低の温度を表示すること。 

  (6) 使用上の注意は、次のア及びイについて必要な表示を 

  すること。 

  ア 火のそばに置かないこと。 

  イ 電子レンジ用として使用できないものは、電子レン 

  ジで使用できない旨、電子レンジで使用できるものは 

  その使用形態や内容物に応じて注意すべき事項 

  (7) 表示すべき事項は、包装の見やすい箇所に、印刷、押 

  印又はラベルの貼付その他の方法で、次の様式により表 

  示すること。 

  （様式） 

  品 名 

  原材料名 

  添加物名 

  寸 法 幅×長さ 

  耐熱温度 度 耐冷温度 度 

  使用上の注意 

（昭和 52.4.19  事業者の氏名又は名称及び住所 

施行）   

（平成 23.4.1  (8) 表示に用いる文字は、６号の活字以上の大きさで、地 

一部改正）  色と対照的な色とすること。 
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２ ． 注文衣料 (1) 繊維の組成 (1) 繊維の組成（混用率を含む。）は、繊維製品品質表示規 

（ 生 地 を 販 (2) 取扱方法 程（平成９年通商産業省告示第５５８号）に定めるとこ 

売 し た 事 業 (3) 事 業 者 の氏 ろにより表示すること。 

者が、当該生 名又は名称 (2) 取扱方法は、日本産業規格Ｌ０００１（繊維製品の取 

地 を 購 入 し  扱いに関する表示記号及びその表示方法）に定める表示 

た 者 又 は 贈  記号を用いて、同規格で規定する方法により表示するこ 

答 さ れ た 者  と。この場合において、注文衣料に付着しているボタン、 

の 委 託 に よ  アクセサリーその他これに類するものの取扱方法が当該 

り 縫 製 し た  注文衣料の本体の取扱と異なるときは、その取扱方法も 

衣 料 を い  あわせて表示すること。 

う。）のうち  (3) 表示すべき事項は、注文衣料の見やすい箇所に見やす 

次 に 掲 げ る  く、容易に剥がれない方法で表示すること。 

もの   

(1)紳士服   

(2) ワイシャ   

ツ   

(3)婦人服   

(4)学生服   

（昭和 52.4.19   

施行）   

（平成 23.4.1   

一部改正）   

（平成 28.12.1   

一部改正） 

（令和 1.7.1 

一部改正） 

 

  

３．ガス瞬間湯 (1) 使 用 上 の注 (1) 使用上の注意は、次のア及びイにより表示すること。 

沸器 意 ア 器内に長時間たまっていた水は、飲用又は調理に用 

 (2) 事 業 者 の氏 いないでください。 

 名 又 は名 称 及 イ 換気注意 

 び住所 (2) 事業者の氏名又は名称及び住所の表示は、ガス瞬間湯 

  沸器の本体又は取扱説明書に見やすく表示すること。 

  (3) (1)のアによる表示は、ガス瞬間湯沸器の本体の見やす 

  い箇所に見やすく、容易にはがれない方法により、(1)の 

  イによる表示は、バランス式型ガス瞬間湯沸器を除き、 

  ガス瞬間湯沸器の本体表面に容易にはがれない方法によ 

  りそれぞれ表示すること。 

（昭和 52.4.19  (4) 表示に用いる文字は、６号（(1)のイによる表示に用い 

施行)  る文字は１号）の活字以上の大きさで、地色と対照的な 

  色とすること。 
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４ ． 歯みがき (1) 配合目的名 (1) 配合目的名及び配合成分名は次により表示すること。 

（医薬品、医 (2) 配合成分名 ア 医薬部外品歯みがき 

療 機 器 等 の ただし、他の 次の(ア)又は(イ)により表示すること。 

品質、有効性 法 令 に定 め の (ｱ) 配合目的名は、「研磨剤」、｢発泡剤」「着色剤」等 

及 び 安 全 性 あ る 場合 を 除 歯みがきに含まれる成分の配合目的を表す名称を用 

の 確 保 等 に き、内容量が 50 い、それぞれの配合目的ごとの成分の総量を比較し 

関 す る 法 律 グラム(ミリリ て多い順に表示すること。配合成分名は、歯みがき 

（ 昭 和 ３ ５ ットル)未満の に含まれる各々の成分を配合目的ごとに区分し(1つ 

年 法 律 第 １ 場 合 及 び 外 部 の成分が 2 つ以上の配合目的を有する場合は、主な 

４５号）に規 の 包 装 の な い 配合目的に区分する。)、当該配合目的ごとに、最も 

定 す る 医 薬 旅 行 セッ ト 用 量の多いもののほか、表示が必要な成分の名称を表 

部 外 品 及 び 等 の 歯み が き 示すること。ただし、水については表示することを 

化 粧 品 に 限 で、この告示の 要しない。 

る。） 規 定 によ る 表 なお、配合成分の処方変更があって、配合目的名 

 示 が 行わ れ て 又は配合成分の表示の順を変更する必要が生じた場 

 い る 同一 成 分 合でも、従前の表示の順に限り当該処分変更後６月 

 の も のが 市 販 の間はなお従前の表示の順によることができる。 

 さ れ てい る 場 (ｲ) 全ての配合成分を表示する場合は、次のイにより 

 合は、配合目的 表示することができる。 

 名 及 び成 分 名 イ 化粧品歯みがき 

 の 表 示 を 省 略 配合成分名は医薬品、医療機器等の品質、有効性及 

 す る こと が で び安全性の確保等に関する法律の規定により、配合目 

 きる。 的名はそれぞれの配合成分名に併記して表示する。た 

  だし、水及び配合目的を表示することが著しく困難な 

 (参考) 配合成分は、配合目的名の表示を省略することができ 

 〇「化粧品の全成 る。 

 分表示の表示方 (2) 表示すべき事項は、外部の包装(外部の包装のない場合 

 法等について」 は直接の容器）の見やすい箇所に印刷、ラベルの貼付そ 

 (平成 13 年 3 月 の他の方法により表示すること。 

 6 日付医療審発 (3) 表示に用いる文字は、日本産業規格Ｚ８３０５(活字の 

 第 163 号医薬監 基準寸法)に規定する 6 ポイント以上の大きさで、地色 

 麻発第 220 号厚 と対照的な色とすること。 

 生労働省医療局  

（昭和 54.5.1 審査管理課及び  

施行） 監視指導、麻薬  

（昭和 56.6.1 対策課長通知)  

一部改正） 〇医薬部外品、化  

(平成 13.12.25 粧品の表示事項  

一部改正) 等(医薬品、医療  

(平成 26.11.10 機器等の品質、  
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一部改正、平成 有効性及び安全 

26.11.25 施行) 性の確保等に関 

（令和 1.7.1 する法律) 

一部改正）  

５．注文カーテ (1) 取扱方法 (1) 取扱方法は、日本産業規格Ｌ０００１に定める 

ン（消費者の (2) 事 業 者 の氏 表示記号を用いて、同規格で規定する方法により表示 

注 文 に よ り 名又は名称 すること。 

事 業 者 が 自  (2) 表示すべき事項は、注文カーテンの見やすい箇所に見 

己 の 生 地 を  やすく、容易にはがれない方法で表示すること。 

も っ て 縫 製   

し 販 売 す る   

カ ー テ ン を   

いう。）   

（昭和 54.5.1   

施行)   

（平成 28.12.1   

一部改正)   

（令和 1.7.1   

一部改正）   

６．防虫剤（衣 (1) 使用目的 (1) 使用目的は、次のアからウまでに準じて表示すること。 

料 品 等 の 害 (2) 原材料名 ア 繊維製品防虫剤 

虫 防 除 を 目 (3) 用途 イ 毛皮製品防虫剤 

的 と す る 製 (4) 使用方法 ウ 皮革製品防虫剤 

剤） (5) 使 用 上 の注 (2) 原材料名は、次のアからウまでのうち該当する製剤名 

 意 を商品名のそばに表示すること。 

 (6) 保存方法 ア パラジクロルベンゼン製剤 

 (7) 標準使用量 イ ナフタリン製剤 

 (8) 内容量 ウ しょう脳製剤 

 (9) 事 業 者 の氏 エ エムベントリン製剤 

 名又は名称、住 オ その他の製剤は主な防虫成分名を用い、｢〇〇製剤｣ 

 所 及 び電 話 番 とすること。 

 号 (3) 用途は、「洋服ダンス用」、「引き出し用」等具体的に表 

  現すること。 

  (4) 使用方法は、製品ごとに分かりやすく表示すること。 

  (5) 使用上の注意は、次のアからオまでについて必要な表 

  示をすること。この場合、アの事項については、アンダ 

  ーラインを引く、文字を大きくする、文字の色を変える 

  等他の表示に比べ特に目立つように表示すること。 

  ア 安全に使用するため、次の(ｱ)につき表示するほか 

  (ｲ)についても製品の特性等を勘案し、必要な注意を表 

  示すること。 
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  (ｱ) 幼児の事故防止のための注意 

  (ｲ) その他安全に使用するため必要な注意 

  イ 原材料を異にする他の製剤と併用すると支障のある 

  製剤は、その旨を具体的に表示すること。 

  ウ 合成樹脂製品等に支障のある製剤は、その旨を具体 

  的に表示すること。 

  エ 標準使用量を用いて一般的な使用をした場合に有効 

  と事業者が認める期間（以下「有効期間」という。）を、 

  次に準じて表示することができる。 

  有効期間使用開始後約〇か月（年） 

  この場合、有効期間が温度、使用状態等で一定しな 

  いことの説明及び取替え時期を示す目印を付した製品 

  はその説明を表示することができる。 

  オ その他製品の形態等により必要な注意 

  (6) 保存方法は、次に準じて表示すること。 

  密封して温度の低いところに保存してください。 

  (7) 標準使用量は、衣装箱、タンスの引出し、洋服ダンス 

  等具体的な使用箇所を示し、包、個、枚、シート、秒間 

  等分かりやすい単位を用いて表示すること。 

  (8) 内容量は、グラムの単位で単位を明記して表示するこ 

  と。ただし、防虫成分を紙又は不織布等に含ませた製品 

  （使用時に含ませる製品を含む。）は、枚、個、包等分 

  かりやすい単位を用いて表示すること。 

  なお、内容量に包数等を付記する場合は、次に準じて 

  括弧を付して表示すること。 

  〇〇ｇ （約〇〇包） 

  〇枚 （１枚〇〇cm×〇〇㎝） 

  〇〇ｇ （約〇〇秒間） 

  (9) 表示すべき事項は、最少販売単位ごとにその容器又は 

  包装の見やすい箇所に見やすいように表示すること。た 

  だし、容器又は包装に表示することが困難なものについ 

  ては、容易に離れないように取り付けた下げ札によるこ 

  とができる。 

  なお、表示すべき事項のうち（5）から（9）までの事 

  項は、見出しをつけて、一括表示（枠で囲ってまとめて 

  表示）すること。ただし、（9）の事項は見出しを省略す 

  ること及び枠外に表示することができる。 

  (10) 表示に用いる文字は、見出しについては日本産業規格 

  Ｚ８３０５（活字の基準寸法）に規定する８ポイントの 

  活字以上、本文については６ポイントの活字以上の大き 
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（昭和 56.11.1  さとすること。ただし、前記活字の大きさを使用するこ 

施行） とが困難なものにあっては、見出しについては６ポイン 

（平成 2.12.1 トの活字以上、本文については４．５ポイントの活字以 

一部改正） 上の大きさにすることができる。 

（令和 1.7.1   

一部改正）   

７．使いすてカ (1) 品名 (1) 品名は、「使いすてカイロ」と表示すること。 

イロ (2) 原材料名 (2) 原材料名は、成分重量の割合の多い順に表示すること。 

（ 使 用時に火 (3) 最高温度 (3) 最高温度は、基準の「測定方法」及び｢算出方法｣によ 

又 は 電 気 等 (4) 平均温度 り得た最高の温度を表示すること。 

の 外 部 エ ネ (5) 持続時間 (4) 平均温度は、基準の「測定方法」及び「算出方法」に 

ル ギ ー （ 酸 (6) 大 き さ 及び より得た平均温度を表示すること。 

素、水等を除 個数 (5) 持続時間は、「測定方法」及び｢算出方法｣により得た 

く。）を与え (7) 有効期限 持続時間を表示すること。 

ずに、内包さ (8) 使用方法 (6) 大きさ及び個数は、次のア及びイにより表示すること。 

れ た 薬 品 類 (9) 使 用 上 の注 ア 大きさは、内包装の大きさを、縦及び横の長さで、 

の 化 学 反 応 意 センチメートルの単位により表示すること。 

を 熱 源 と し (10)保存方法 イ 個数は、一つの外包装内にある一使用単位の個数を 

て 昇 温 す る (11) 不 良 品 の取 表示すること。 

温 熱 用 品 を 替え等 (7) 有効期限は、次のア、イ又はウに準じて表示すること。 

い う 。 た だ (12) 裏 面 注 意 の ア 有効期限 平成２３年○月 

し、東京都が 記載 イ 有効期限 ２３年○月 

定 め る 基 準 (13) 事 業 者 の氏 ウ 有効期限 ２０１１．○ 

（ 以 下 「 基 名又は名称、住 (8) 使用方法は、商品ごとに分かりやすく表示すること。 

準」という。） 所 及 び電 話 番 (9) 使用上の注意は、次のアからエまでについて必要な表 

の 「 測 定 方 号 示をすること。 

法」及び「算  ア 低温やけど防止のための注意 

出方法」によ  イ 就寝時の安全な使用に関する注意 

り 摂 氏 ４ ０  ウ 子供や身体の不自由な人、皮膚の弱い人等の使用に 

度 以 上 に 昇  関する注意 

温 す る も の  エ 使用後の廃棄方法に関する注意 

に限る。）  (10)保存方法は、次のア及びイについて必要な表示をする 

  こと。 

  ア 直射日光をさけ、涼しい所に保存すること。 

  イ 幼児の手の届く所に置かないこと。 

  (11)不良品の取替え等について、必要な表示をすること。 

  (12)裏面注意もよく読むようにとの表示をすること。 

  (13)表示すべき事項は、最小販売単位ごとにその包装の見 

  やすい箇所に見やすいように印刷、押印の方法により表 

  示すること。 
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  なお、表示すべき事項のうち、(3)から(6)まで及び(12) 

  の事項は外包装の表側に表示することとし、その他の表 

   示すべき事項は、外包装の裏側に一括して表示すること。 

  (14)表示に用いる文字は、表示すべき事項(3)から(6)まで 

  及び(12)については日本産業規格Ｚ８３０５（活字の基 

  準寸法）に規定する８ポイントの活字以上の大きさとし、 

  その他の表示すべき事項のうち、見出しについては８ポ 

  イントの活字以上、本文については６ポイントの活字以 

（昭和 57.4.1  上の大きさによること。ただし、外包装の全表面積が２ 

施行）  ００平方センチメートル未満のものにあっては、８ポイ 

（平成 23.4.1  ントを６ポイントに、６ポイントを５．５ポイントに替 

一部改正）  えることができる。 

（令和 1.7.1  なお、表示に用いる文字は、地色と対照的な色とする 

一部改正）  こと。 

   

８．冷蔵庫用脱 (1) 成分 (1) 成分は、脱臭・消臭効果のある成分を物質名で表示す 

臭 ・ 消 臭 剤 (2) 有効期間 るが、成分の特定が化学的に不可能な場合は、総称名で 

（ 冷 蔵 庫 ＜ (3) 使 用 上 の注 表示すること。 

冷 凍 庫 を 含 意 (2) 有効期間は、製品としての性能を有すると事業者が認 

む 。 以 下 同 (4) 事 業 者 の氏 める期間を、月又は年の単位で表示すること。取り替え 

じ。＞内に据 名又は名称、住 時の目安を表示する場合は、消費者に分かりやすいよう 

え置き、臭気 所 及 び電 話 番 に表示すること。 

を 除 去 す る 号 (3) 使用上の注意は、事業者が製品ごとに消費者に分かり 

効 果 を 有 す  やすいように表示すること。 

る 製 品 を い  事業者が認める、冷蔵庫の大きさに応じた使用上の目 

う。）  安を表示すること。 

  (4) 表示すべき事項は、最少販売単位ごとにその容器又は 

  包装の見やすい箇所に見やすいように表示すること。た 

  だし、容器又は包装に表示することが困難なものについ 

  ては、容易に離れないように取り付けた下げ札に表示す 

  ることができる。 

  なお、表示すべき事項のうち、(1)から(3)までの事項 

  は、一括して表示すること。 

  (5) 表示に用いる文字は、見出しについては、日本産業規 

  格Ｚ８３０５（活字の基準寸法）に規定する８ポイント 

  の活字以上、本文については６ポイントの活字以上の大 

  きさによること。ただし、前記活字の大きさを使用する 

  ことが困難なものにあっては、見出しについては６ポイ 

  ントの活字以上、本文については５ポイントの活字以上 

  の大きさによることができる。 
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（昭和 61.2.1  なお、表示に用いる文字は、地色と対照的な色とする 

施行）  こと。 

（令和 1.7.1   

一部改正）   

９ ． 家庭用ゴ (1) 原材料名 (1) 材料名は、天然ゴム、合成ゴム、塩化ビニール樹脂、 

ム・ビニール (2) 寸法 ポリエチレン等製品の性質を判別し得る主な材料名を表 

手袋（炊事、 (3) 使 用 上 の注 示すること。ただし、塩化ビニール樹脂製にあっては可 

洗濯、掃除、 意 塑剤と付記すること。 

園 芸 等 家 庭 (4) 事 業 者 の氏 (2) 寸法は、次のア及びイにつき、センチメートルの単位 

で の 各 種 作 名又は名称、住 で表示すること。ただし、反復使用を目的としない製品 

業 に 使 用 す 所 及 び電 話 番 （使い捨てのもの）でその旨表示したものの場合は、寸 

る ゴ ム 製 及 号 法の表示を省略することができる。 

び 合 成 樹 脂  ア 全長（手袋を押さえた状態で、中指の先端から手袋 

製の手袋）  の市端までの距離 

  イ 掌部のまわり（手袋を押さえた状態で、人さし指の 

  付け根から小指の付け根までの距離（掌部の幅）の２ 

  倍） 

  (3) 使用上の注意は、次のア及びイについて必要な表示を 

  すること。 

  ア 皮膚かぶれ等に関する注意 

  イ 次の(ｱ)から(ｵ)までのうち、製品の特性等を勘案の 

  うえ必要な事項を表示すること。 

  (ｱ) 清潔を保つことに関する注意 

  (ｲ) 油脂、薬品等に対する注意 

  (ｳ) 熱に対する注意 

  (ｴ) とがったもの、鋭利な刃物等に対する注意 

  (ｵ) その他使用上及び保管上必要な注意 

  (4) 表示すべき事項は、最小販売単位ごとに包装又は本体 

  の見やすい箇所に見やすいように表示すること。表示す 

  べき事項のうち、(1)から(3)までについては、それぞれ 

  見出しを付けて、一括表示（枠で囲ってまとめて表示） 

  すること。 

（平成元.12.1  (5) 表示に用いる文字は、日本産業規格Ｚ８３０５（活字 

施行）  の基準寸法）に規定する８ポイントの活字以上の大きさ 

（平成 23.4.1  とする。 

一部改正）  なお、複数の手袋をまとめて包装したものは、「入り 

（令和 1.7.1  数」を、右手又は左手専用のものはその旨をそれぞれ表 

一部改正）  示すること。 

   

 


